
　これまでは、切迫した災害の危険から逃れるための『避難場所』と、避難生活を送るための『避難所』が
必ずしも明確に区別されていなかったことから、国において災害対策基本法が改正され、『緊急避難場所』
と『避難所』が、次のとおり明確に区別されました。

◎ 指定緊急避難場所
　指定緊急避難場所は、災害の発生や災害が発生するおそれがある場合に、その危険から生命、身体を守る
ため、一時的に逃れるための場所として、地震や洪水など災害の種類ごとに、安全性等の一定の基準を満た
す施設又は場所を町長が指定します。
◎ 指定避難所
　指定避難所は、災害の危険性があり避難した方や、災害により家に戻れなくなった方々が、災害の危険性
がなくなるまでに必要な期間滞在し、生活するための施設を町長が指定します。

　このことから、幌延町においても地域防災計画を変更し、次のとおり緊急避難場所と避難所を指定しまし
た。
　これまで避難所としていた各集会施設等は、耐震性や浸水区域の条件により避難所の指定はせずに、大規
模な火災における緊急避難場所とし、その他の施設についても条件を考慮して指定しています。
　また、施設付近に設置していた避難所の看板についても、新しい表示に更新します。

幌延町内の『避難所・避難場所』が変更されました

平成29年6月1日(木)～6月20日(火)
○避難場所、避難経路は事前に確認
　・ハザードマップは以下のURLから
　　確認できます。
　　http://disaportal.gsi.go.jp
○非常時の持ち出し品は事前に準備
　・貴重品、衣類、非常用食品などを準備しておきましょう。
○台風などが近づいたら気象情報や河川情報に注意
　・河川の水位や雨量の情報は、テレビ、ラジオ、インターネットなどで入手できます。

問合せ先：総務財政課 総務グループ　電話：５－１１１１　告知端末機：５－８８１１
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幌延小学校
幌延小学校グランド
幌延中学校
幌延中学校グランド
問寒別小中学校
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国際交流施設
問寒別町民会館
各地区集会所
各地区生活改善センター（下沼を除く）
各地区グランド（下沼を除く）
下沼生活改善センター
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下沼地区グランド
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避難できる災害の種類指定緊急避難場所
幌延小学校
問寒別小中学校
幌延町生涯学習センター
問寒別生涯学習センター
幌延町総合体育館
国際交流施設

指定避難所

※緊急避難場所は、◯印のついている災害が発生した際に、避難が
　できる場所です。

※避難所は、災害の種類や規模、その他の
状況により、開設する施設をその都度
決定します。

※臨時的に、役場等その他の施設が避難
所になる場合があります。

　患者輸送バスの運行について、開進地区を通過する経路は、基本的に道道豊富遠別線を通り、週２回開進
１号線を経由して運行していますが、開進１号線での利用者がいない状態が続いていますので、原則道道の
みの運行とし、次のとおり運行経路を変更します。
　◇現　　　行：毎週水曜日と土曜日に開進１号線経由
　◇変　更　後：予約によりご自宅まで送迎
　◇運用開始日：平成２９年６月１日から
　※ご利用の場合は、ご利用日の前日までに予約をしてください。

※問寒別市街地区内の運行経路を４月１日から変更し、路線化しています。また、郵便局前を停車場とし
て追加し、路線内での乗降も可能としています。

患者輸送バスの開進地区の運行経路を変更します

現行経路図

問合せ先：住民生活課 生活環境グループ　電話：5-1115　告知端末機：5-8812
◎ご自宅までの送迎については、必ず患者輸送バスご利用の前日までにご予約をお願いします。

小田　貞一　氏
旭日単光章受章

お　だ ていいち

　小田貞一氏は昭和53年から平成24年までの
間、上幌延町内会長を延べ26年務められました。
町内会長時代には、地域の親睦を図るために町内
会行事を積極的に実践し、上幌延地区の発展に
長年寄与され、行政と地域をつなぐパイプ役とし
て、環境美化活動や文化財産の保存事業などに
ご尽力されました。また、民生委員・児童委員と
して15年間、社会福祉に貢献されたことで、平
成20年３月には厚生大臣特別表彰を受賞されて
います。　
　これらの功績が讃えられ、小田氏は旭日単光章
を受章されました。

おめでとうございます

ほろのべの窓　2017.6月号▶　10


